
聖

籠

町

告

示

第

二

十

四

号

 

聖

籠

町

社

会

福

祉

法

人

等

に

よ

る

利

用

者

負

担

軽

減

助

成

実

施

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

三
年

三

月

三

十

一

日

 聖

籠

町

長 

渡

邊 

廣

吉 

聖

籠

町

社

会

福

祉

法

人

等

に

よ

る

利

用

者

負

担

軽

減

助

成

実

施

要

綱

の

一

部

を

改

正

す

る

告

示

 

聖

籠

町

社

会

福

祉

法

人

等

に

よ

る

利

用

者

負

担

軽

減

助

成

実

施

要

綱

（

平

成

十

三

年

聖

籠

町

告

示

第

七

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

中

「

生

計

が

困

難

で

あ

る

者

」

の

次

に

「

及

び

生

活

保

護

受

給

者

」

を

加

え

、

「

社

会

福

祉

法

人

」

を

「

社

会

福

祉

法

人

等

」

に

改

め

る

。

 

第

三

条

中

「

法

に

基

づ

く

」

の

次

に

「

指

定

地

域

密

着

介

護

老

人

福

祉

施

設

、

」

を

加

え

、

「

減

免

」

を

「

軽

減

」

に

改

め

る

。

 

第

四

条

中

「

介

護

老

人

福

祉

施

設

分

」

を

「

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

及

び

指

定

介

護

老

人

福

祉

施

設

分

」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

助

成

対

象

サ

ー

ビ

ス

）

 

第

五

条

 

助

成

の

対

象

と

な

る

介

護

保

険

サ

ー

ビ

ス

及

び

対

象

経

費

は

、
法

に

基

づ

く

訪

問

介

護

、
通

所

介

護

、
短

期

入

所

生

活

介

護

、

夜

間

対

応

型

訪

問

介

護

、

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

、

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

、

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

、

介

護

福

祉

施

設

サ

ー

ビ

ス

、

介

護

予

防

訪

問

介

護

、

介

護

予

防

通

所

介

護

、

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

、

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

、

介

護

予

防

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

に

係

る

利

用

者

負

担

額

並

び

に

食

費

、

居

住

費

（

滞

在

費

）

及

び

宿

泊

費

に

係

る

利

用

者

負

担

額

と

す

る

。(

次

条

た

だ

し

書

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

旧

措

置

入

所

者

で

利

用

者

負

担

割

合

五

％

以



下

の

者

の

利

用

す

る

ユ

ニ

ッ

ト

型

個

室

の

居

住

費

に

係

る

利

用

者

負

担

額

を

含

む

。

)
 

第

六

条

中

「

町

長

が

認

め

た

者

」

の

次

に

「

及

び

生

活

保

護

受

給

者

」

を

加

え

、
「

生

活

保

護

者

及

び

」

を

削

る

。

 

 

第

七

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

（

軽

減

の

程

度

）
 

第

七

条

 

法

人

等

が

実

施

す

る

利

用

者

負

担

軽

減

の

程

度

は

、

四

分

の

一
（

老

齢

福

祉

年

金

受

給

者

に

あ

っ

て

は

二

分

の

一

）
と

す

る

。

た

だ

し

、

生

活

保

護

受

給

者

に

あ

っ

て

は

、

個

室

の

居

住

費

に

係

る

利

用

者

負

担

の

全

額

と

す

る

。
 

第

十

条

中
「

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。
」
の

次

に
「

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

生

活

保

護

受

給

者

に

あ

っ

て

は

、

社

会

福

祉

法

人

等

利

用

者

負

担

軽

減

確

認

証

（

別

記

様

式

第

七

号

の

二

）

を

交

付

す

る

も

の

と

す

る

。
」

を

加

え

る

。

 

 

第

十

四

条

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

を

第

三

号

と

し

、

第

一

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

二

 

生

活

保

護

受

給

者

で

な

く

な

っ

た

場

合

 

 

別

記

様

式

第

七

号

表

面

中

「

 
 

」

を

「

 
 

」

に

、
「

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

を

「

 
 

 
 

 
 

 
 

」

に
 

 

改

め

る

。

 

         

措
置

 
制

度
 

保
険

者
番

 

号
並

び
に

保
険

者
の

名
称

及
び

印
 

発
行

機
関

名
及

び
印

 
 



 

別

記

様

式

第

七

号

裏

面

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

                            

裏 面  

注

意

事

項

 

 
一

 

次

の

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

と

き

は

、

必

ず

事

前

に

、

こ

の

確

認

証

を

事

業

者

に

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

 

 

二

 

対

象

と

な

る

サ

ー

ビ

ス

は

、

介

護

福

祉

施

設

サ

ー

ビ

ス

、

訪

問

介

護

、
通

所

介

護

、
短

期

入

所

生

活

介

護

、
夜

間

対

応

型

訪

問

介

護

、
認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

、
小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

、
地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

、
介

護

予

防

訪

問

介

護

、
介

護

予

防

通

所

介

護

、
介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

、
介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

及

び

介

護

予

防

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

で

す

。 

 

三

 

こ

の

確

認

証

は

、
都

道

府

県

に

申

し

出

の

あ

っ

た

事

業

者

の

み

有

効

で

す

。

 

 

四

 

前

記

の

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

者

負

担

額

並

び

に

こ

れ

ら

の

サ

ー

ビ

ス

を

し

た

場

合

の

食

費

、
居

住

費
（

滞

在

費

）
及

び

宿

泊

費

が

、
前

面

に

記

載

さ

れ

て

い

る

そ

れ

ぞ

れ

の

減

額

割

合

に

よ

り

減

額

さ

れ

ま

す

。

 

 

五

 

介

護

保

険

の

被

保

険

者

の

資

格

が

な

く

な

っ

た

と

き

、
減

額

措

置

の

要

件

に

該

当

し

な

く

な

っ

た

と

き

、
又

は

減

額

確

認

証

の

有

効

期

限

に

至

っ

た

と

き

は

、
遅

滞

な

く

、
こ

の

証

を

聖

籠

町

に

返

し

て

く

だ

さ

い

。
ま

た

、
転

出

の

届

出

を

す

る

際

に

は

、

こ

の

証

を

添

え

て

く

だ

さ

い

。

 

 

六

 

こ

の

証

の

表

面

の

記

載

事

項

に

変

更

が

あ

っ

た

と

き

は

、

十

四

日

以

内

に

、
こ

の

証

を

添

え

て

、
聖

籠

町

に

そ

の

旨

を

届

け

出

て

く

だ

さ

い

。

 

 

七

 

不

正

に

こ

の

証

を

使

用

し

た

者

は

、
刑

法

に

よ

り

詐

欺

罪

と

し

て

懲

役

の

処

分

を

受

け

ま

す

。

 

 



 

別

記

様

式

第

七

号

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。

 

                            

   

発
行

機
関

名
及

び
印

 

減
額

割
合

 

有
効

期
限

 

適
用

年
月

日
 

介
護

保
険

被
保

険
者

番
号

 

（
被

保
険

者
の

み
記

載
）

 

  受
 

給
 

者
 

確
認

番
号

 

交
付

年
月

日
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  

生
年

月
日

 

氏
 

 
名

 

フ
リ

ガ
ナ

 

住
 

 
所

 

社
会

福
祉

法
人

等
利

用
者

負
担

軽
減

確
認

証
 

（
社

会
福

祉
法

人
等

に
よ

る
利

用
者

負
担

の
軽

減
制

度
）

 １
 ５

 
３

 
０

 ７
 
２

 

    新
潟

県
北

蒲
原

郡
聖

籠
町

 

大
字

諏
訪

山
1

6
3

5
番

地
4

 

聖
 

籠
 

町
 

電
話

 
0

2
5

4
（

2
7
）

2
1

1
1

 

 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

 

年
 

月
 

日
 

   

 

性
別

 
男

・
女

 

 

別
記

様
式

第
７

号
の

２
（

第
1

0
条

関
係

）
 

表
面

 



                           

附 

則

 

 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

裏 面  

注

意

事

項

 

 

一

 

次

の

介

護

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

と

き

は

、

必

ず

事

前

に

、

こ

の

確

認

証

を

事

業

者

に

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

 

 

二

 
対

象

と

な

る

サ

ー

ビ

ス

は

、

介

護

福

祉

施

設

サ

ー

ビ

ス

、

短

期

入

所

生

活

介

護

、

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

、

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

で

す

。

 

 

三

 

こ

の

確

認

証

は

、

都

道

府

県

に

申

し

出

の

あ

っ

た

事

業

者

の

み

有

効

で

す

。
 

 

四

 

前

記

の

サ

ー

ビ

ス

の

居

住

費

（

滞

在

費

）

が

、

表

面

に

記

載

さ

れ

て

い

る

減

額

割

合

に

よ

り

減

額

さ

れ

ま

す

。

 

 

五

 

生

活

保

護

受

給

者

・

支

援

給

付

受

給

者

で

な

く

な

っ

た

と

き

又

は

今

後

、

前

記

の

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

見

込

み

が

な

い

と

き

は

、

遅

滞

な

く

、

こ

の

証

を

聖

籠

町

に

返

し

て

く

だ

さ

い

。

ま

た

、

転

出

の

届

出

を

す

る

際

に

は

、

こ

の

証

を

添

え

て

く

だ

さ

い

。

 

 

六

 

こ

の

証

の

表

面

の

記

載

事

項

に

変

更

が

あ

っ

た

と

き

は

、

十

四

日

以

内

に

、

こ

の

証

を

添

え

て

、

聖

籠

町

に

そ

の

旨

を

届

け

出

て

く

だ

さ

い

。

 

 

七

 

不

正

に

こ

の

証

を

使

用

し

た

者

は

、

刑

法

に

よ

り

詐

欺

罪

と

し

て

懲

役

の

処

分

を

受

け

ま

す

。

 

 


